
 

○小矢部市下水道条例施行規程 

令和２年４月１日市企業規程第４号 

改正 

令和３年１月25日市企業規程第１号 

令和３年10月19日市企業規程第３号 

小矢部市下水道条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、小矢部市下水道条例（平成元年小矢部市条例第44号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用月の始期及び終期等） 

第２条 条例第２条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。 

(１) 水道水を使用した場合は、その量水器の点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期と

する。 

(２) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。 

２ 使用料は、毎使用月の終期の日現在により算定し、その日の属する月分として徴収する。 

（排水設備の共同設置） 

第３条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備等を設置することができないときは、数人が共

同して設置することができる。この場合において、その排水設備等に関する義務については、設

置者が連帯責任を負わなければならない。 

（排水設備の固着箇所等） 

第４条 条例第４条第２号に規定する管理者が定める排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び

工事の実施方法は、次のとおりとする。 

(１) 汚水を排除しようとする排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にく

い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突きでないよう差し入れ、その周囲をモルタルで

埋め、内外面の上塗り仕上げをして漏水のないよう施工する。 

(２) 雨水のみを排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の

孔を開け、ますの内壁に突きでないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗

り仕上げをして漏水のないよう施工する。 

(３) 前２号により難い特別の事由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下

「管理者」という。）の指示を受けなければならない。 



 

（排水設備等の計画の確認） 

第５条 条例第５条第１項又は第２項の規定による排水設備の計画又は計画変更の確認を受けよう

とする者は、工事着手の７日前までに、排水設備等計画（計画変更）確認申請（届出）書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。 

(１) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示したもの 

(２) 平面図 縮尺300分の１以上とし、次の事項を表示したもの 

ア 縮尺、包囲、工事施工地の境界及び面積 

イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置 

ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長 

エ ますその他付属装置の種類、位置及び大きさ 

(３) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の１程度とし、管の管種、口径、勾配、

地盤高及び管底高を表示したもの 

(４) その他管理者が必要と認める書類 

２ 管理者は、前項の申請（届出）書を受理し、確認したときは排水設備等計画（計画変更）確認

書（様式第２号）を当該申請者等に交付する。 

（排水設備等の工事の完成届等） 

第６条 条例第７条第１項の規定による届出は、排水設備等工事完成届（様式第３号）によらなけ

ればならない。 

２ 管理者は、前項の届出があったときは、速やかに検査し、これに合格したときは排水設備検査

済証票（様式第４号）を交付する。 

３ 前項の規定により交付を受けた排水設備検査済証票は、門戸その他見やすい場所に掲示しなけ

ればならない。 

（排水設備の構造及び設計基準） 

第７条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物、土地その他の状況に

より管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

(１) 管 

ア 管の勾配は、特別な場合を除き次の表に定めたとおりとする。 

排水管の内径 

（単位 ミリメートル） 
勾配 



 

75以上 100分の２以上 

125以上 100分の1.7以上 

150以上 100分の1.5以上 

イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。 

(２) ます 

ア 暗の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種を異にする接続箇所若しくは勾

配が著しく変化する箇所には、ますを設置する。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝

付管又は曲管を用いることができる。 

イ 暗の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置する。 

ウ ますは、円形又は角形とし、コンクリート製品又は鉄筋コンクリート製品については内径

寸法30センチメートル以上とし、合成樹脂成型品又は塩化ビニール製品については内径寸法

15センチメートル以上のものを使用すること。 

エ ますの底部は、雨水管に属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜めを、その他のも

のはこれに集合又は接続する管の内径に応じインバートを設ける。 

オ ますには、合成樹脂成型品、コンクリート又は鋳鉄製の密閉蓋を取り付ける。ただし、雨

水管のますには、格子蓋を取り付けることができる。 

(３) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、目

幅８ミリメートル以下のスクリーンを設ける。 

(４) 防臭装置 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭ますを取り

付ける。ただし、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧により破られるおそれがあると認

められるときは、通気管を設ける。 

(５) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損

傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む汚水を公共下水道に排除する場合は、汚水

流出口等に阻集器を設ける。 

(６) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設

を設けてしなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければ

ならない。 

（排水設備等の軽微な工事） 

第８条 条例第６条第１項の管理者が定める軽微な工事は、次に掲げる工事とする。 



 

(１) ますの蓋の取替工事その他これに類する工事 

(２) 防臭装置その他排水設備等の付属装置の修繕工事その他これに類する工事 

（指定の申請） 

第９条 条例第６条の２第２項の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書（様式第５号）

とする。 

２ 条例第６条の２第３項第１号、第３号及び第５号に掲げる書類は、それぞれ誓約書（様式第６

号）、営業所の平面図及び付近見取図（様式第７号）及び機械器具を有することを証する書類（様

式第８号）とする。 

（指定の更新） 

第10条 条例第６条第３項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了

する日前30日までに、下水道排水設備指定工事店指定申請書に条例第６条の２第３項各号に掲げ

る書類を添えて、管理者に提出しなければならない。 

（機械器具） 

第11条 条例第６条の３第１項第２号の管理者が定める機械器具は、次に掲げるものとする。 

(１) 金切り鋸等の管の加工用機械器具 

(２) セットハンマー等の管の敷設用機械器具 

(３) レベル等の測量用機械器具 

(４) バリケード等の保安用機械器具 

(５) 掘削用機械器具 

(６) 土砂運搬用車両 

（指定の基準） 

第12条 条例第６条の３第１項第４号アの管理者が定める者は、精神の機能の障害により排水設備

等の新設等の工事の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ

とができない者とする。 

（指定工事店証の様式） 

第13条 条例第６条の５第１項の指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証（様式第９号）と

する。 

（指定工事店証の再交付） 

第14条 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定

工事店証再交付申請書（様式第10号）に、条例第６条の２第３項第２号に掲げる書類を添えて、



 

管理者に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。 

（遵守事項） 

第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。 

(２) 工事は、適正な工費で施工すること。 

(３) 工事契約は、原則として書面によるものとし、工事金額、工事期限その他の必要な事項を

明確に示すこと。 

(４) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。 

(５) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。 

(６) 工事は、条例第５条に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の確認を受けた後で

なければ着手しないこと。 

(７) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしないこと。 

(８) 条例第７条第１項に規定する検査の結果、改修が必要と認められた場合は、管理者の指定

する期間内に行うこと。 

(９) 工事完了後１年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理

由によるものでない限り、無償で補修すること。 

(10) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請のあった場合は、これ

に協力するよう努めること。 

（変更の届出） 

第16条 条例第６条の７の管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 指定工事店の名称又は所在地 

(２) 法人にあっては、代表者及び役員の氏名 

(３) 専属する責任技術者の氏名 

２ 条例第６条の７の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道

排水設備指定工事店変更届（様式第11号）に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければ

ならない。 

(１) 前項第１号に掲げる事項の変更の場合は、条例第６条の２第３項第２号及び第３号に掲げ

る書類及び指定工事店証 

(２) 前項第２号に掲げる事項の変更の場合は、登記事項証明書及び誓約書並びに指定工事店証 

(３) 前項第３号に掲げる事項の変更の場合は、責任技術者証の写し 



 

（廃止等の届出） 

第17条 条例第６条の７の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業

の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第12号による届出書を管理者に提出しなければならない。

この場合においては、事業の廃止の届出には、指定工事店証を添付しなければならない。 

（告示） 

第18条 管理者は、条例第６条の３第２項又は第６条の８の規定による措置をとる場合並びに次に

掲げる場合には、これを告示するものとする。 

(１) 条例第６条第３項の指定の更新を受けなかったとき。 

(２) 第16条第１項第１号に掲げる事項の変更により、条例第６条の７の規定による変更の届出

があったとき。 

(３) 条例第６条の７の規定により事業の廃止の届出があったとき。 

２ 管理者は、富山県下水道協会が試験又は更新講習を実施する場合は、あらかじめ試験又は更新

講習の日時等の周知を図るものとする。 

（事務連絡会） 

第19条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要

に応じて事務連絡会を開催するものとする。 

２ 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。 

（除害施設の設置等の届出） 

第20条 条例第10条の２の規定による除害施設の設置等の届出は、除害施設設置（変更・休止・廃

止）届出書（様式第13号）によらなければならない。 

２ 管理者は、前項の届出（休止又は廃止の届出を除く。）があった場合において、当該除害施設

から公共下水道に排除される汚水の水質が条例第９条又は第10条に定める基準に適合しないと認

めるときは、届出書を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずる

ことができる。 

３ 第１項の届出（休止又は廃止の届出を除く。）をした者は、届出書が受理された日から60日を

経過した後でなければ、その届出に係る事項の除害施設の設置等をしてはならない。ただし、管

理者は、その届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することがで

きる。 

（使用開始等の届出） 

第21条 条例第12条第１項の規定による公共下水道の使用開始等に関する届出は、公共下水道使用



 

開始（休止・廃止・再開）届（様式第14号）によらなければならない。 

（使用者の変更の届出） 

第22条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、公共下水道使用者

変更届（様式第15号）を管理者に提出しなければならない。 

（使用水量の認定基準） 

第23条 条例第14条第２項第２号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、

次に定めるところによる。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。 

(１) 家事にのみ使用されるものについては、１世帯２人までは１使用月10立方メートルとし、

２人を超える場合はその１人を増すごとに４立方メートルを加えた水量をもってその使用水量

とする。 

(２) 家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状

況その他の事実を考慮して、その使用水量を認定する。 

(３) 第１号の世帯人員数は、使用月の属する年度の４月１日において住民基本台帳に記載され

た人数をもって認定する。 

２ 水道水と水道水以外の水を併用して使用したときの使用水量の認定は、次に定めるところによ

る。 

(１) 前項第１号の場合には、同号の規定により認定した使用水量の２分の１の水量（その水量

に１立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量）と水道水の使用水量を合

算する。ただし、合算したときの当該使用水量が同号の規定により認定した使用水量に満たな

いときは、同号の規定により認定した使用水量とする。 

(２) 前項第２号の場合には、同号の規定により認定した使用水量と水道水の使用水量を合算す

る。 

３ 条例第14条第３項ただし書に規定する場合における前２項の規定の適用については、第１項第

１号中「10立方メートル」とあるのは「５立方メートル」と、「４立方メートル」とあるのは「２

立方メートル」と、前項第１号中「前項第１号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた

前項第１号」とする。 

（汚水排除量の申告） 

第24条 条例第14条第２項第３号に規定する申告書は、下水道汚水排除量申告書（様式第16号）と

する。 

（使用の態様の変更の届出） 



 

第25条 条例第14条の２の管理者が定める使用の態様の変更は、次に掲げるものとする。 

(１) 水道水の排除から水道水以外の水の排除への変更 

(２) 水道水及び水道水以外の水の排除から水道水のみの排除への変更 

(３) 水道水及び水道水以外の水の排除から水道水以外の水のみの排除への変更 

(４) 水道水以外の水の排除から水道水の排除への変更 

(５) 水道水以外の水のみの排除から水道水及び水道水以外の水の排除への変更 

２ 条例第14条の２の規定による届出は、下水道使用態様変更届出書（様式第17号）によらなけれ

ばならない。 

（行為の許可） 

第26条 条例第16条の２に規定する申請書は、下水道施設物件設置（変更）許可申請書（様式第18

号）とする。 

２ 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を

下水道施設物件設置（変更）決定通知書（様式第19号）により、当該申請者に通知するものとす

る。 

（占用等の許可） 

第27条 条例第18条から第18条の３までの規定による申請は、下水道（占用・使用）許可申請書（様

式第20号）によらなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を

下水道（占用・使用）許可書（様式第21号）により当該申請者に通知するものとする。 

（使用料等の減免等） 

第28条 条例第20条の規定による使用料その他の収入の減免又は徴収の猶予（以下この条において

「減免等」という。）を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定により生活扶助を受けている者 

(２) 天災その他の災害により支払能力がないと管理者が認めた者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、特別の事情があると管理者が認めた者 

２ 減免等を受けようとする者は、その旨を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。 

３ 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定してその結果を書

面により当該申請者に通知するものとする。 

４ 減免等を受けた者は、その事由が消滅したときは直ちにその旨を管理者に届け出なければなら

ない。 



 

（排水設備の認定） 

第29条 従来の排水施設で第７条に規定する基準に適合しているものを排水設備として使用しよう

とする者は、排水設備認定申請書（様式第22号）を管理者に提出してその認定を受けなければな

らない。 

２ 前項の認定に関しては、条例第７条の例による。 

（排水設備等の維持管理） 

第30条 使用者は、排水設備等を常にその機能に支障のないよう清掃しなければならない。 

２ 管理者は、必要と認めたときは使用者に対し排水設備の清掃を命ずることができる。 

（みなし届出） 

第31条 水道の使用に関する開始、廃止又は名義の変更その他の異動について、小矢部市水道事業

給水条例（昭和55年小矢部市条例第27号）の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に

ついては、公共下水道の使用に関しても、これを届け出たものとみなす。 

（雑則） 

第32条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月25日市企業規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年１月25日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則（令和３年10月19日市企業規程第３号） 

この規程は、小矢部市水道事業給水条例等の一部を改正する条例（令和３年小矢部市条例第16号）

附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日（令和３年11月１日）から施行する。 
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